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特
集
●
福
澤
諭
吉
と
震
災

躓時
事
新
報
躊
と
濃
尾
地
震
、
三
陸
大
津
波

編
・
都と

倉く
ら

武た
け

之ゆ
き

（
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
講
師
）

福
澤
諭
吉
が
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
に
創
刊
し
、
後
半
生
の

言
論
の
場
と
し
た
新
聞
『
時
事
新
報
』
は
、
災
害
救
援
に
お
い
て
さ

き
が
け
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
こ
で
は
明
治
二
十
四

（
一
八
九
一
）
年
に
発
生
し
た
濃
尾
地
震
と
明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）

年
の
三
陸
大
津
波
に
際
し
て
の
『
時
事
新
報
』
の
活
動
の
一
端
を
紹

介
し
て
み
た
い
。

濃
尾
地
震
を
め
ぐ
る
時
事
新
報
の
活
動

濃
尾
地
震
は
、
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
に
、
岐
阜
・
愛
知

を
中
心
に
発
生
し
た
大
地
震
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
〇
、
死
者

七
二
三
二
名
、
全
壊
家
屋
十
四
万
戸
と
伝
え
ら
れ
る
、
明
治
年
間
で

最
大
の
地
震
で
あ
っ
た
。

『
時
事
新
報
』
は
社
説
に
お
い
て
被
災
地
救
援
の
必
要
性
を
詳
し

く
論
じ
た
。
当
時
の
新
聞
に
は
特
定
の
政
党
や
政
府
支
持
の
立
場
か

ら
発
言
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、『
時
事
新
報
』
は
不
偏

不
党
の
立
場
か
ら
発
言
す
る
こ
と
を
重
視
、
政
府
に
対
し
て
も
諸
政

党
に
対
し
て
も
是
々
非
々
の
態
度
を
取
っ
た
。
そ
の
態
度
は
、「
官

民
調
和
論
」
と
呼
ば
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
が
不

安
定
で
あ
る
中
で
、
安
定
的
に
対
外
問
題
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
国

内
で
非
生
産
的
に
官
民
が
対
立
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
官
の
意
見
で

も
民
の
意
見
で
も
採
る
べ
き
は
採
り
、
着
実
に
政
策
を
進
め
て
い
く

こ
と
を
目
指
す
姿
勢
で
あ
っ
た
。
濃
尾
地
震
を
め
ぐ
る
社
説
に
は
、

被
災
地
へ
の
細
や
か
な
配
慮
と
共
に
、
こ
の
官
民
調
和
の
立
場
か

ら
、
政
府
の
迅
速
な
対
応
を
強
力
に
後
押
し
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
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る
。
ま
た
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
心
の
ケ
ア
」
な
ど
に
も
関
心

が
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

当
時
の
日
本
に
は
、
こ
の
国
家
的
災
害
に
対
し
て
全
国
規
模
で
救

援
、
復
旧
を
支
え
る
発
想
が
根
付
い
て
お
ら
ず
、
福
澤
が
社
説
を
使

っ
て
そ
の
発
想
の
普
及
を
心
が
け
、
い
ら
だ
ち
な
が
ら
も
根
気
よ
く

現
状
と
向
き
合
っ
て
い
た
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
と
り
わ
け
政
府
の

初
動
の
遅
れ
、
民
間
の
無
策
、
国
会
の
空
転
に
対
す
る
、
痛
烈
か
つ

建
設
的
な
批
判
は
、
今
日
読
ん
で
も
興
味
深
く
映
る
こ
と
だ
ろ
う
。

地
震
の
五
カ
月
前
に
は
大
津
事
件
が
起
こ
っ
て
お
り
、
地
震
の
お

よ
そ
一
カ
月
後
の
十
一
月
二
十
一
日
に
開
会
し
た
第
二
回
帝
国
議
会

で
は
、
減
税
と
予
算
縮
小
を
求
め
る
民
党
と
、
政
府
が
激
し
く
対
立

し
、
十
二
月
二
十
五
日
に
は
史
上
初
め
て
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
る
。

政
府
が
い
わ
ゆ
る
「
選
挙
大
干
渉
」
を
行
っ
た
総
選
挙
が
実
施
さ
れ

る
の
は
翌
年
二
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
が
開
設
し
た
ば
か

り
の
東
洋
初
の
近
代
的
議
会
制
度
を
維
持
し
う
る
か
と
い
う
瀬
戸
際

に
立
た
さ
れ
て
い
た
危
機
感
も
背
後
に
、
地
震
関
連
の
社
説
は
執
筆

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
地
震
の
第
一
報
よ
り
お
よ
そ
三
カ
月
間
に
掲
載
さ
れ

た
震
災
関
連
の
『
時
事
新
報
』
全
社
説
の
要
旨
を
列
挙
し
、
そ
の
中

で
も
代
表
的
な
社
説
「
震
災
の
救
助
は
政
府
の
義
務
に
し
て
こ
れ
を

受
く
る
は
罹
災
者
の
権
利
な
り
」（
明
治
二
十
四
年
十
一
月
八
日
付
）

の
全
文
を
掲
げ
た
い
。
ま
た
、
被
災
者
の
代
表
と
し
て
福
澤
を
訪

ね
、
救
済
を
求
め
た
岐
阜
の
治
水
事
業
家
、
金
森
吉
次
郎
の
回
想
を

あ
わ
せ
て
掲
載
す
る
。

●
濃
尾
地
震
を
め
ぐ
る
『
時
事
新
報
』
全
社
説
要
旨

大
地
震
（
明
治
二
十
四
年
十
月
三
十
日
付
社
説
）

震
災
の
救
助
法
（
同
十
月
三
十
一
日
付
社
説
）




